
 

 

 

 

 

 

 

 

雇用調整助成金の不正受給に関与した社会保険労務士の 

公表について 

 

 

 東京労働局（局長 辻田 博）は、今般、下記社会保険労務士について、当該助成

金の不正受給に関与したことを確認しましたので、公表します。 

  
 
 
 

 
 
 

社会保険労務士 

名 称 小島労務管理事務所 

所在地 東京都江東区三好 2-2-3 

氏 名 小島 孝一郎 

 
 
 
 
 
 

不正受給の概要 

助成金名 雇用調整助成金 

金 額 

（返還状況） 
１０５，２０６，３１０円（未返還） 

支給決定等 

取消年月日 
令和５年６月２７日 

内 容 
東京労働局管内の事業所１社にかかる当該助
成金の支給申請において、休業していないに
もかかわらず、休業したとする虚偽の申請書
類を作成し、当該助成金の不正受給に関与し
たもの。 
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当 

東京労働局職業安定部職業対策課 

課       長   東  雅人 

助成金事務ｾﾝﾀｰ室長   伊藤 美輝 

助成金事務ｾﾝﾀｰ室長補佐 木内 賢治 

 

電話 ０３－５９０９－３１２２ 
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